	【届出者記載欄】
河川敷地一時使用届出書（土地の使用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和　　年　　月　　日


国土交通省　中国地方整備局
太田川河川事務所　　○○出張所長　殿（※場合によっては、事務所長とする。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

　次のとおり、一級河川　　水系　　川の河川敷地を使用したいので、届出します。

	使用日時
	令和　　　年　　　月　　　日　　　時から

令和　　　年　　　月　　　日　　　時まで
	
　

	使用目的
	
	

	使用場所
	
	

	現地責任者
	氏名
電話              　　　　　　　□自宅□職場□携帯電話
	

	備　考
	使用者数　約　　　　　名
	


 ＊ 位置図及び使用範囲が分かる資料を参考資料として添付して下さい。
 ＊ ステージ、テント、音響施設、照明施設その他の仮設物などを設置する場合には、配置図を添付して下さい。
 ＊ 行事、工事などについては、当該使用に係る企画書等を参考資料として添付して下さい。
 ＊ 使用内容に問題がある場合、又は自由使用と認められない内容である場合には、原本を返却しますので、あらためて、当所と協議して下さい。
	この届出書は河川敷地の適正な利用状況の把握のために事前に提出していただくものであり、河川敷地を排他独占的に使用する権利を担保するものではありません。また、使用にあたっては、他の河川利用者と協調するなど関係者の理解を得て使用いただくとともに、次のことについて遵守していただくようお願いします。

　１．使用者は、第三者に損害を与えた場合には、その責任において自らその損失の補償を行うこと。
　２．使用者は使用後の清掃を行うとともに、ゴミは必ず持ち帰ること。
　３．使用者は、芝及び施設等を損傷した場合には、当所の指示に従い速やかにこれを復旧すること。
　４．使用者は、近隣住民から苦情があった場合には、その責任において自らで真摯かつ適切に、これに対応すること。
　　５．使用者は、降雨時には、自らで気象情報、水位情報及びダム放流情報を逐次把握し、使用箇所周辺で危険が生じるおそれがあるときには、速やかに、安全な箇所に避難すること。また、持ち込んだ資機材等についても、確実かつ完全に撤去すること。
６．その他、当所が河川管理上必要と認めてする指示に従うこと。
７．河川情報については、以下のアドレスへ接続することによって、携帯端末を利用した入手が可能であるため、必要に応じて積極的に活用すること。
アドレス：http://www.river.go.jp/（国土交通省「川の防災情報」）
	受理印

	
	



















